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は
じ
め
に

東
島
は

「
公
共
性
問
題
の
輻
轄
構
造
」

の
中
で
、
公
共
性
を

「
共
通
善
」

（万
人
に
共
通
の
も
の
）
と
い
う
よ
り
、
（万
人
に
開
か
れ
た
領
域
）
と
捉
え
よ

う
と
し
た
。
ア
ー
レ
ン
ト
が

（公
共
領
域
）
に
つ
い
て
論
じ
た
と
き
、
「密
接

に
関
連
し
て
い
る
が
完
全
に
同
じ
で
は
な
い
二
つ
の
現
象
」
が
合
意
さ
れ
て
い

る
と
し
た
。
共
通
世
界
は
万
人
に
共
通
の
集
会
場
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
に
集
ま

る
人
び
と
は
、
そ
の
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な

っ
た
場
所
を
占
め
て
い
る
」
の
で

あ
り
、
こ
の

「他
者
に
よ
っ
て
、
見
ら
れ
、
聞
か
れ
る
」
と
い
う
こ
と
が
、
公

共
領
域
の
本
質
で
あ
る
。

そ
し
て
東
島
は
公
共
性
の
問
題
を
扱

っ
た
日
本
史
研
究
者
と
し
て
、　
一
九
七

九
年
の
水
林
論
文
を
評
価
す
る
。
（
『季
刊
現
代
法
』
の

「西
欧
に
お
け
る
市
民

的
公
共
性
論
と
そ
の
批
判
の
歴
史
覚
書
」
）
。
ま
た
、
網
野
善
彦
の

『無
縁

。
公

界

・
楽
』
論
を

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
市
民
的
公
共
圏
論
と
の
論
理
の
共
通
を
指
摘

し
た
花
田
達
朗
を
引
用
し
て
、
評
価
し
た
。

ま
た
、
東
島
は

「公
共
圏
」
を
考
え
る
基
礎
範
疇
と
し
て
、
「交
通
」
概
念

を
確
認
す
る
が
、
こ
こ
で
は
石
母
田
正

『日
本
の
古
代
国
家
』
で
展
開
さ
れ
た

「交
通
」
概
念
を
評
価
す
る
。
石
母
田
は
国
家

の
本
質
と
し
て
、
交
通
の
支
配

を
注
目
し
た
。
こ
こ
で
い
う

「交
通
」
と
は
経
済
的
に
は
、
商
品
交
換
や
流
通

や
商
業
お
よ
び
生
産
技
術
の
交
流
で
あ
り
、
政
治
的
に
は
、
戦
争
や
外
交
を
含

む
対
外
諸
関
係
で
あ
り
、
精
神
的
に
は
、
文
字
の
使
用
か
ら
法
の
継
受
に
い
た

る
多
様
な
交
流
で
あ
る
、
と
し
た
。
石
母
田
は

「交
通
」

（
フ
ェ
ア
ケ
ー
ア
）

の
関
係
づ
け
る
他
者
性
の
問
題
に
注
目
し
て
い
る
。
ま
た
石
母
田
は

「結
社
」

概
念
を
評
価
す
る
。
論
文

「
国
家
と
行
基
と
人
民
」
で
、
石
母
田
は
行
基
の

「知
識
結
」
を
国
家
と
個
の
中
間
団
体
と
捉
え
、
こ
の
結
社
が
共
同
体
や
身
分

的
社
団
か
ら
区
別
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
交
通
網

へ
の
参
入
が
個
人
の
自
由
意
志

に
基
づ
く
と
し
た
。
「結
社
」
と
い
う

「交
通
」
関
係
の
不
断
の
構
築
に
よ

っ

て
し
か

「公
共
圏
」
が
創
造
さ
れ
え
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。

ま
た
東
島
は
、
津
田
左
右
吉
が
展
開
し
た
中
世
勧
進
を
、
「公
共
」
概
念
で

捉
え
て
い
る
。
津
田
は
中
世
の

「桟
敷
」
の
作
り
出
す

「万
人
に
開
か
れ
た
領

域
」
の
意
味
を
問
う
た
。
国
家
と
社
会
の
癒
着
の
中
に
成
立
し
た

「桟
敷
」
の

中
に
あ
る
、
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
考
え
、
そ
れ
を
、
「身
分
か
ら
の
自
由
の
場
と

し
て
の
文
化
」
、
す
な
わ
ち
、
「文
芸
的
公
共
圏
」
の
現
出
と
捉
え
た
。
身
分
制

か
ら
の
脱
却
、
共
同
体
か
ら
の

「無
縁
」
の
場
の
現
出
と
捉
え
た
。

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
よ
る
市
民
的
公
共
性

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は

『公
共
性
の
構
造
転
換
』
の
中
で
次
の
よ
う
に
展
開
す
る
。

「公
共
」
の
催
し
と
は
、
内
輪
の
社
交
と
は
ち
が

っ
て
、
だ
れ
に
で
も
入
場
で

き
る
催
し
の
こ
と
で
あ
る
。
「公
共
建
造
物
」
と
い
う
と
、
誰
も
が
出
入
り
で

き
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
国
家
の
諸
機
関
を
収
容
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で

の
公
共
的
建
物
で
あ
る
。
公
的
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
用
法
に
は
、
世
論
と
か

憤
激
し
た
公
衆
と
い
う
意
味
で
の
用
法
で
あ
る
こ
の
意
味
で
の
公
共
性
の
主
体

は
公
論

（世
論
）
の
担

い
手
と
し
て
の
公
衆
で
あ
る
。
公
共
性
そ
の
も
の
は
、

生
活
圏
と
し
て
現
れ
る
。

市
民
的
公
共
性
と
は

齋
藤
純

一
は

『公
共
性
』
の
な
か
で
、
公
共
性
と
は
、
誰
で
も
が
ア
ク
セ
ス

し
う
る
空
間
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
オ
ー
プ
ン
で
あ
る
こ
と
、
閉
域
を
も
た
な

い
こ
と
が
公
共
性
の
条
件
で
あ
る
。
人
び
と
の
い
だ
く
価
値
が
異
質
な
も
の
で
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あ
る
。
差
異
を
条
件
と
す
る
言
説
の
空
間
で
あ
る
。
人
び
と
は
複
数
の
集
団
や

組
織
に
多
元
的
に
か
か
わ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
市
民
的
な
公
共
性
に
つ
い

て
は
、
カ
ン
ト
の
言
う

「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
自
由
」
と

「批
判
的
公
開

性
」
を
軸
に
展
開
さ
て
、
公
権
力
に
対
す
る
批
判
的
領
域
と
し
て
位
置
付
け
ら

れ
る
。
し
か
し
、
市
民
的
公
共
性
は
市
民
層
の
公
共
性
で
あ
り
、
人
民
的
公
共

圏
を
抑
圧
す
る
関
係
に
あ

っ
た
。
た
だ
し
、
非
市
場
的
な
領
域
と
し
て
の

「市

民
社
会
」
で
の
、
さ
な
ざ
ま
な
結
社
が
政
治
的
意
思
形
成
の
た
め
の
言
説
の
空

間
と
し
て
の
機
能
を
は
た
す
。
市
民
フ
ォ
ー
ラ
ム

・
市
民
運
動

・
非
営
利
団
体

な
ど
、
い
わ
ば

「自
律
的
公
共
圏
」
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
公
共
圏
が

「
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
権
力
」
を
形
成
し
、
そ
れ
を
政
治
シ
ス
テ
ム
に
向
け
る
。
こ
の

場
合
、
「行
政
権
力
」
は

「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
権
力
」
を
の
み
を
発
生
源

と
す
る
。
さ
ら
に

「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
権
力
」
は
意
思
決
定
の
権
力
に
な

る
べ
き
で
は
な
い
。
政
治
的
な
公
共
性
は
意
思
決
定

＝
公
論
の
形
成
の
枠
の
中

に
と
ど
め
る
。

こ
こ
で
の
公
共
性
を
ま
と
め
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

一
、
万
人
に
共
通
の
集
会
場
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
に
集
ま
る
人
々
は
、
異
な

っ

た
場
所
を
占
め
る
。
そ
こ
で
は
、
他
者
に
よ
り
見
ら
れ
、
聞
か
れ
る
。

二
、
結
社
と
は
、
そ
の
交
通
網

へ
の
参
入
が
個
人
の
自
由
意
志
に
基
づ
く
も

の
で
あ
る
。
結
社
と
い
う

「交
通
」
関
係
の
不
断
の
構
築
に
よ
り
公
共

圏
が
創
造
さ
れ
る
。

三
、
公
共
性
の
主
体
は
公
論

（世
論
）
の
担

い
手
と
し
て
の
公
衆
で
あ
る
。

公
共
性
の
実
態
を
近
世
の
浦
賀
で
展
開
さ
れ
た
千
鰯
問
題
か
ら
実
証
す
る
。

二
　
江
戸
干
鰯
問
屋
の
成
立
を
め
ぐ

っ
て

元
文
四
年
幕
府
に
公
認
さ
れ
成
立
。
そ
し
て
、
文
化

一
〇
年
に
冥
加
金
二
〇

○
両
を
上
納
す
る
。
さ
ら
に
、
元
禄
年
間
に
干
鰯
問
屋
の
株
仲
間
が
形
成
す
る
。

次
に
江
戸
干
鰯
問
屋
の
成
立
に
つ
い
て
記
述
す
る
。

寛
永

一
四
年
関
西
よ
り
の
漁
業
者
に
よ
り
、
銚
子
よ
り
江
戸
に
干
鰯
が
送
ら

れ
る
。
元
禄
三
年
に
は
、
幕
府
が
関
東

・
伊
豆

・
駿
河
か
ら
江
戸

へ
城
米

・
蔵

米
を
輸
送
す
る
河
岸

・
湊
を
設
定
し
、
そ
こ
か
ら
の
距
離
と
運
賃
を
決
定
し
た
。

こ
う
し
た
江
戸
を
結
節
点
と
す
る
領
主
的
流
通
路
の
成
立
に
と
も
な
い
、
小
商

品
生
産
が
展
開
さ
れ
、
在
方
市
場
が
形
成
さ
れ
る
。
元
禄

一
〇
年
、
上
野
国
富

岡
町
で
は
江
戸
よ
り
、
干
鰯
五
七
四
俵
を
仕
入
れ
在
地
農
村
に
売
り
さ
ば
く
と

あ
る
。
村
明
細
帳
に
も
元
禄
以
降
に
干
鰯
が
肥
料
に
使
用
さ
れ
る
記
録
が
あ
る
。

元
禄

一
四
年
、
相
模
国
高
座
郡
栗
原
村

（座
間
市
）
で
は
、
田
畑
の
こ
や
し
と

し
て
干
鰯
を
鎌
倉
坂
ノ
下
か
ら
買
う
と
あ
る
。
宝
永
二
年
高
座
郡
当
麻
村

（相

模
原
市
）
で
も
干
鰯
の
使
用
と
あ
る
。
宝
永
三
年
橘
樹
郡
北
加
瀬
村

（川
崎
市

幸
区
）
で
も
干
鰯
の
使
用
と
あ
る
。
延
享
三
年
橘
樹
郡
菅
村

（川
崎
市
多
摩
区
）

で
は
、
干
鰯
で
商
品
作
栽
培
を
し
た
と
あ
る
。
田
中
丘
隅
の

『民
間
省
要
』
に

は
享
保
年
間
に
、
入
会
地
が
新
田
畑
に
な
り
、
採
草
地
の
不
足
か
ら
金
肥
に
頼

ら
ざ
る
を
得
な
い
と
記
録
に
あ
る
。

問
屋
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
文
化

一
〇
年
干
鰯
問
屋
に
新
し
く
加
入
で
き
な

く
な
る
。
そ
し
て
、
冥
加
金
の
上
納
が
始
ま
る
。
享
保
期
の
豊
漁
期
に
荷
物
揚

場
や
売
場
を
広
げ
る
。
問
屋
仲
間
は
銚
子
揚
場
と
永
代
町
組
に
分
か
れ
る
。
元

禄

一
三
年
銚
子
揚
場
は

「銚
子
場
」
を
新
設
す
る
。
銚
子
方
面
か
ら
の
干
鰯
の

揚
場
と
す
る
。
元
禄

一
四
永
代
町
組
は

「永
代
場
」
を
新
設
す
る
。
東
上
総

。

安
房
方
面
か
ら
の
干
鰯
の
揚
場
と
す
る
。

三
　
浦
賀
干
鰯
問
屋
の
成
立
を
め
ぐ

っ
て

「新
編
相
模
風
上
記
」
に
天
正
年
間
に
問
屋
数

一
五
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
疑
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問
。
三
崎
は
家
康
の
関
東
入
国
の
天
正

一
八
年
に
、
徳
川
氏
水
軍
の
根
拠
地
に

な
り
、
寛
永
元
年
に
幕
府
の
番
所
が
設
置
さ
れ
、
番
所
の
置
か
れ
た
走
水

（横

須
賀
市
）
と
と
も
に
、
海
上
交
通
統
制
機
構
と
な
る
。
浦
賀
は
商
品
の
流
通
に

よ
り
、
西
国
筋
と
結
び
つ
い
た
。
寛
永

一
四
年
ご
ろ
、
九
十
九
里
浜

・
銚
子
な

ど
で
関
西
出
稼
ぎ
の
漁
民
が
、
江
戸
に
干
鰯
を
積
み
登
せ
し
た
が
、
江
戸
に
は

間
屋
が
少
な
く
、
干
鰯
の
専
門
の
商
人
も
少
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
理
由
で
、

水
運
の
拠
点
で
あ
り
、
関
西
と
の
海
上
交
通
に
便
利
で
あ
っ
た
浦
賀
が
干
鰯
流

通
の
拠
点
と
な
る
。
延
享
三
年
の
浦
賀
湊
は
奥
行
き
が
あ
り
、
水
深
も
深
く
、

三
方
を
山
に
囲
ま
れ
、
大
船
で
も
停
泊
で
き
る
良
港
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。

干
鰯
は
関
西
で
は
木
綿
織
物
の
実
綿
生
産
に
、
日
畑
の
生
産
力
を
高
め
る
肥

料
と
し
て
使
用
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
鰯
網
漁
業
も
畿
内
の
周
辺
地
域

（若
狭

・

和
泉

・
紀
伊
な
ど
）
で
発
達
し
た
が
、
漁
場
が
狭
く
、
漁
場
争
論
が
多
く
、
新

た
な
漁
場
の
開
発
を
す
る
。
元
和
年
間
か
ら
承
応
年
間
に
紀
伊
の
漁
民
が
安
房

で
鰯
業
を
展
開
し
た
。
寛
永
年
間

（
一
六
二
三
）
に
は
関
西
の
漁
民
が
相
模

（三
浦
郡
）
や
安
房
に
出
漁
し
て
い
る
。
近
世
初
期
で
は
、
出
稼
ぎ
漁
民
が
漁

船
で
持
ち
帰
り
、
網
主
と
干
鰯
商
を
兼
ね
る
者
が
、
干
鰯
商
人
に
販
売
し
て
い

た
。
そ
の
後
、
浦
賀
を
中
継
基
地
と
し
て
利
用
す
る
方
法
に
な
る
。
「東
浦
賀

千
鰯
問
屋
関
係
史
料
」
に
は
、
加
工
さ
れ
た
干
鰯
を
産
地
か
ら
浦
賀
ま
で
積
み

越
し
、
浦
賀
の
廻
船
商
人
に
預
け
置
き
、
上
方
に
行
く
廻
船
を
見
つ
け
、
干
鰯

を
積
み
登
せ
る
と
あ
る
。
寛
永

一
九
年
三
崎

・
走
水
番
所
両
奉
行
か
ら
干
鰯
問

屋
仲
間
の
設
定
が
認
め
ら
れ
た
。
関
西
の
資
本
を
も
つ
干
鰯
商
人
の
浦
賀
移
住

が
中
心
で
、
生
国
を
問
屋
の
屋
号
に
し
た
。
元
禄
五
年
か
ら
冥
加
金
二
〇
〇
両

を
上
納
す
る
。
こ
の
と
き
浦
賀
の
戸
数
は
二
七
〇
軒
。
人
口
は

一
四
〇
〇
人
。

慶
安
元
年
廻
船
の
夜
間
の
安
全
航
行
の
た
め
に
、
浦
賀
湊
入
口
に
燈
明
堂

（灯

台
）
を
幕
府
の
費
用
で
建
設
す
る
。
享
保
二

一
年
間
屋
数
は
二
人
。
戸
数
は
元

文
四
に
四
〇
〇
戸
。　
一
八
〇
〇
人
。
こ
の
時
期
は
、
豊
漁
期
で
あ
り
、
間
屋
数

や
戸
数
が
増
加
す
る
。　
一
七
四
〇
～

一
八
〇
〇
年
、
こ
の
時
期
は

「
不
漁
期
」

で
千
鰯
輸
送
は
激
減
。
問
屋
は
三
分
の

一
に
激
減
。　
一
八
〇
〇
～

一
人
〇
四
年

は
、
「豊
漁
期
」
で
、
文
化
五
年
に
は
、
間
屋
数
は
二
九
。

干
鰯
の
集
荷
が
村
落
の
生
活
に
密
接
に
関
係
し
て
い
る
。
元
文
年
間
の

「不

漁
期
」
に
は
、
村
の
人
々
の
生
活
は
困
難
に
な
り
、
食
事
が
で
き
な
く
な
る
者

の
出
現
。
餓
死
者
も
で
る
。
商
家
は
戸
を
と
ざ
し
、
入
港
す
る
船
に
物
乞
い
す

る
。
人
口
は
流
失
し
、
間
屋
は
破
産
し
、
江
戸
に
移
転
す
る
。
こ
う
し
た
状
況

に
、
幕
府
は
延
享
四
年
に
十
分

一
浦
賀
揚
令
を
出
す
。

四
　
房
総
沿
岸
に
お
け
る
鰯
業
の
推
移

１
　
鰯
業
の

「豊
漁
期
」
と

「
不
漁
期
」
を
め
ぐ

っ
て

先
学
の
研
究
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
（西
岡
秀
雄

・
菊
地
利

夫

・
荒
居
英
次
な
ど
）

第
１
豊
漁
期

（寛
永

一
五
年
～
万
治
三
年
）

房
総
半
島
沿
岸
の
鰯
漁
業
地
が
成
立
し
、
干
鰯
間
屋
と
そ
の
集
荷
圏
の
形
成
。

第
２
豊
漁
期

（延
宝
六
年
～
享
保

一
〇
年
）

江
戸
と
浦
賀
に
干
鰯
問
屋
仲
間
の
成
立
。

第
２
不
漁
期

（享
保

一
一
年
～
文
化

一
二
年
）

江
戸

。
浦
賀
干
鰯
問
屋
が
衰
退
し
、
大
阪
干
鰯
問
屋
も
衰
退
。

第
３
豊
漁
期

（
一
人
○
○
～

一
八
四
〇
）

第
４
豊
漁
期

（
一
八
六
〇
～

一
八
八
〇
）

干
鰯
問
屋
の
廃
止
と
再
興
が
あ
り
江
戸
と
浦
賀
が
係
争
す
る
。

第
５
豊
漁
期

（
一
九
二
〇
～
）
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２
　
一房
総
半
島
の
干
鰯
の
産
地
に
つ
い
て

江
戸
干
鰯
問
屋
記
録

（慶
応
図
書
館
）
に
よ
る
と
、
次
の
地
域
の
漁
獲
量

・

網
数
な
ど
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

房
総
沿
岸
の
東
浪
見
か
ら
日
在
。
九
十
九
里
浜
南
端
の
東
良
見
よ
り
井
戸
野
。

九
十
九
里
浜
の
四
天
木
か
ら
木
戸
で

「北
場
」
と
呼
ば
れ
る
漁
場
。

九
十
九
里
浜
の
本
戸
か
ら
銚
子
で

「上
総
」
と
呼
ば
れ
る
漁
場
。

房
総
半
島
の
南
端
、
内
房
の
柏
崎

（館
山
）
か
ら
外
房
の
平
館

（千
倉
）
で

「西
方
」
と
呼
ば
れ
る
漁
場
。
房
総
半
島
の
太
平
洋
岸
の
外
房
の
夷
隅
の
海

岸
は

「本
場
」
と
呼
ば
れ
る
漁
場
。
本
場
に
は
３
地
域
が
あ
る
。
自
子

（千

倉
）
か
ら
吉
尾

（勝
浦
）
。
松
部

（勝
浦
）
か
ら
小
浜

（大
原
）
。
そ
し
て
、

塩
田

（大
原
）
か
ら
和
泉

（太
東
）
で
あ
る
。

浦
賀
干
鰯
問
屋
に
よ
る
と
、
東
上
総
の

「本
場
物
」
は
最
高
級
品
で

「西
方

物
」
は
上
級
品
、
「
北
場
物
」
「
下
総
物
」
は
下
級
品
と
い
わ
れ
て
い
る
。
「本

場
物
」
と
は
、
生
鰯
を
む
し
ろ
の
上
で
乾
燥
さ
せ
る
、
品
質
の
良

い
も
の
。
九

十
九
里
浜
か
ら
銚
子
で
は
大
量
に
取
れ
る
の
で
砂
浜
で
じ
か
に
乾
燥
さ
せ
る
。

３
　
浦
賀
干
鰯
問
屋
と
外
海
廻
り
開
運

菊
地
利
夫
論
文
に
よ
る
と
、
江
戸
干
鰯
問
屋
は
利
根
川
水
運
に
よ
り
、
銚
子

半
島
と
九
十
九
里
浜
か
ら
干
鰯
を
集
荷
し
た
。
さ
ら
に
、
浦
賀
干
鰯
問
屋
は
外

海
廻
り
海
運
を
利
用
し
、
九
十
九
里
浜
南
部
と
夷
隅

。
安
房
海
岸
か
ら
集
荷
し

た
と
い
う
。

当
時
の
廻
船
の
接
岸
状
況

（「房
総
三
カ
国
漁
事
見
込
」
）
を
見
る
と
。
九
十

九
里
浜
の
東
浪
見
村
よ
り
尾
形
村
ま
で
、
東
浪
見
の
方
を

「南
場
」
と
呼
び
、

尾
形
の
方
を

「北
場
」
と
呼
ん
だ
。
こ
の
辺
は
船
が
停
泊
す
る
の
に
よ
ろ
し
く

な
い
。
し
た
が

つ
て
、
干
鰯
積
船
は
夷
隅
郡
の
奥
で
あ
る

「津
湊
」
や

「砂
子
」

な
ど
に
滞
船
し
て
、
日
和
を
み
て
、
九
十
九
里

へ
行
き
、
荷
物
を
積
ん
だ
。
日

和
が
悪
い
と
、
ｌ
ヶ
月
も
船
積
み
で
き
な
い
の
で
、
陸
に
て
内
川
を
廻
し
、
江

戸
に
積
み
送
る
。
海
上
輸
送
の
荷
物
は
、
漁
高
に
応
じ
て
行
う
が
、
「南
場
」

は

「北
場
」
よ
り
船
積
み
が
よ
ろ
し
く
、
北
に
寄
る
ほ
ど
船
積
み
は
難
し
く
な

る
。
こ
う
し
て
、
「
北
場
」
。は
船
積
み
が
わ
ず
か
に
な
る
。
九
十
九
里
浜
の
干

鰯
は
廻
船
で
輸
送
す
る
場
合
は

「南
場
」
だ
け
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
海
上
を
輸

送
し
て
、
浦
賀
の
干
鰯
問
屋
に
集
荷
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

五
　
浦
賀
干
鰯
問
屋
を
め
ぐ

っ
て

１
　
東
西
浦
賀
の
分
裂

元
禄
五
年
に
浦
賀
は
東
浦
賀
と
西
浦
賀
に
分
裂
す
る
。
そ
の
理
由
は
、
村
方

夫
役

・
村
入
用
割
合
の
ト
ラ
ブ
ル
で
あ
る
が
、
ほ
か
に

「神
事
の
混
乱
」
が
あ

つ

た
。
元
禄
五
年
の

「
干
鰯
問
題
公
訴
」
の
際
に
、
叶
明
神

（浦
賀
の
総
鎮
守
）

を
東
浦
賀
に
勧
請
し
た
。
こ
の
と
き
、
上
総
国
勝
浦
村
の

一
郎
左
衛
門
が
西
浦

賀
で
の
新
間
屋
の
開
設
と
、
千
鰯

一
手
扱
い
の
許
可
を
出
願
し
た
。
東
浦
賀
は

「
田
畑
な
く
、
干
鰯
問
屋
に
て
生
活
を
成
立
さ
せ
て
い
る
、　
一
五
軒
の
問
屋
と

村
中
は
難
渋
す
る
」
と
代
官
に
出
訴
す
る
も
、　
一
郎
左
衛
門
は
敗
れ
る
。
東
浦

賀
は
、
干
鰯
売
買
で
生
活
を
成
立
さ
せ
て
い
た
。
地
域
ぐ
る
み
の
干
鰯
依
存
経

済
で
、
問
屋
の
仕
入
れ
た
干
鰯
を
、
小
前
の
者
が

「揚
卸
」
し
て
い
た
。
商
品

経
済
の
浸
透
が
、
同
じ
共
同
体
と
し
て
の
地
域
を
分
断
し
、
政
治
的
な
ト
ラ
ブ

ル
に
発
展
す
る
。

２
　
西
浦
賀
の
港
湾
都
市

へ
の
発
展

享
保
五
年
、
下
田
番
所
の
浦
賀

へ
の
移
転
。
幕
府
は
東
浦
賀
が
番
所
移
転
の

候
補
と
す
る
が
、
干
鰯
問
屋
ら
東
浦
賀
が
反
対
す
る
。
そ
の
理
由
は
、　
一
万
八

〇
〇
坪
余
の
番
所
用
地
の
収
公
と
、
干
鰯
売
買
場
所
二
八
〇
〇
坪
の
召
し
上
げ

と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
西
浦
賀

へ
の
番
所
移
転
は
港
湾
都
市
と
し

-14-



て
発
展
を
促
し
、
下
田
か
ら
旧
問
屋
が
移
住
し
、
入
津
廻
船
の
た
め
船
宿

・
小

売
店
の
営
業
な
ど
で
、
廻
船
基
地
に
な
る
。
そ
の
後
、
西
浦
賀
か
ら
東
浦
賀
の

干
鰯
取
権
の
専
有

へ
の
異
議
が
出
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
延
享
３
年
に
は
間
屋
の

運
上
不
納
に
伴

い
、
千
鰯
間
屋
職
の
入
札
に
西
浦
賀
が
参
加
す
る
。
さ
ら
に
、

天
保
二
年
に
は
、
西
浦
賀
は
奥
州

・
常
州
産
の
干
鰯
取
引
権
を
主
張
し
、
慶
応

三
年
に
は
、
水
戸
藩
の
国
産
会
所
を
誘
致
し
、
水
戸
産
出
の
干
鰯
取
引
を
実
現

し
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
、
西
浦
賀
の
動
向
に
対
し
て
、
東
浦
賀
が
反
発
す

る
。
慶
応
三
年
の
水
戸
藩
国
産
会
所
問
題
で
は
、
千
鰯
問
屋
惣
代
村
役
人
に
よ

る
願
書
提
出
し
、
訴
願
体
制
を
形
成
す
る
。
そ
の
後
、
町
頭
や
小
前
惣
代
に
よ

る
訴
願
も
お
こ
な
わ
れ
る
。
小
前
層
の
騒
ぎ
立
ち
に
対
し
て
は
、
町
頭
衆
が
説

得
し
、
「奉
行
所
の
沙
汰
の
次
第
で
は
、
自
分
た
ち
が
騒
動
の
主
体
に
な
る
。
」

と
明
言
す
る
。
西
浦
賀
の
廻
船
基
地

へ
動
き
に
対
し
て
も
反
発
し
、
天
保

一
二

年
、
浦
賀
奉
行
所
の
東
西
浦
賀
に
あ

っ
た
荷
物
改
所
の
統
廃
合
で
、
西
浦
賀
の

新
改
所
設
置
に
反
対
し
、
統
廃
合
を
撤
回
さ
せ
る
。

３
　
天
保
二
年
の
不
買
運
動

天
保
二
年
か
ら
、
房
総
三
カ
国
の
干
鰯
売
買
権
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生

す
る
。
そ
の
内
容
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
。
文
化
期
以
降
の
奥
州

・
常

州
の
干
鰯
荷
の
増
大
に
と
も
な
い
、
東
西
浦
賀
に

「無
株
の
者
」
が
出
現
す
る
。

そ
こ
で
、
天
保
二
年
、
東
浦
賀
の
干
鰯
問
屋
は
無
株
商
人
に
よ
る
奥
州

・
常
州

の
干
鰯
荷
扱

い
の
取
締
り
を
浦
賀
奉
行
に
要
請
。
こ
れ
に
反
発
し
た
西
浦
賀
の

商
人
惣
代
は
、
房
総
三
カ
国
以
外
の
干
鰯
〆
粕
荷
の
勝
手
売
を
出
願
し
、
常
州

の
〆
粕
の
西
浦
賀
揚
げ
を
強
行
す
る
。
奉
行
所
は

「
一
件
落
着
迄
」
の
売
買
差

し
止
め
を
命
じ
る
。

こ
う
よ
う
な
動
向
に
対
し
て
、
西
浦
賀
で
は
不
買
運
動
が
起
こ
る
。
東
浦
賀

の
年
寄
石
井
家
の
日
記
に
は
天
保
二
年

一
二
月

一
一
日
に
、
「東
浦
賀
の
魚
屋

が
西
浦
賀
に
売
り
に
行
く
と
、
西
に
て
は

一
同
申
し
合
わ
せ
る
に
よ
り
、
壱
疋

も
買

っ
て
く
れ
な
か

っ
た
。
」
と
あ
る
。
魚
だ
け
で
な
く
、
油
売
り
や
棒
手
売

り
な
ど
の
日
常
品
が
不
買
の
対
象
に
な
り
、
東
浦
賀
の
振
売
層
を
不
買
運
動
の

対
象
と
し
て
い
る
。
奉
行
所
は
、
西
浦
賀
の
村
役
人
と
町
頭
を
召
還
し
て
、
不

買
の
中
止
を
命
じ
る

「
不
調
法
書
」
を
と
る
。

４
　
不
買
運
動
を
め
ぐ
る
住
民
問
題

奥
州

・
常
州
荷
の
干
鰯
の
売
買
に
か
ん
す
る
東
西
商
人
の
係
争
が
、
「小
前

の
心
持
ち
」
を
考
え
て
対
応
を
す
る
と
い
う
こ
と
に
な

っ
た
。
干
鰯
問
題
が
村

内
振
売
層
の
動
向
に
関
連
し
て
い
た
。
振
売
層
が
不
買
運
動
の
標
的
に
さ
れ
た

理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
振
売
層
ら
の
、
魚
売
り

ｏ
油
売
り
な
ど
の
行

商
は
東
西
浦
賀
に
存
在
し
、
依
存
し
な
が
ら
生
活
を
成
立
さ
せ
て
い
た
か
ら
で

あ
る
。
干
鰯
問
題
が
両
住
民
に
分
裂
を
生
み
だ
す
。
東
浦
賀
の
階
層
的
な
ズ
レ

に
よ

っ
て
生
じ
る
利
害
関
係
に
く
さ
び
を
打
ち
込
も
う
と
し
、
東
浦
賀
の
世
論

の
分
裂
を
、
こ
の
不
買
運
動
は
め
ざ
し
た
と
い
え
る
。

東
浦
賀
は
共
同
性
を
回
復
す
る
動
き
を
見
せ
る
。
通
報
を
う
け
た
町
頭
は
、

「長
き
事
は
、
こ
れ
あ
る
ま
じ
き
こ
と
。
」
と
、
動
揺
す
る
振
売
層
を
落
ち
着
か

せ
、
村
役
人
は
奉
行
所
に
上
申
し
対
策
を
考
え
る
。
奉
行
所
は
不
買
の
中
止
を

指
令
し
、
振
売
層
の
生
業
を
回
復
す
る
。
ま
た
、
「村
付
株
」
＝
独
占
権
に
こ

だ
わ
る
東
浦
賀
の
姿
勢
を
か
え
、
西
浦
賀
に

一
定
の
干
鰯
取
引
権
を
認
め
る
。

こ
の
間
の
西
浦
賀
の
住
民
結
合
を
考
え
る
。
奉
行
所
か
ら

「
不
調
法
書
」
を

と
ら
れ
た
西
浦
賀
の
村
役
人
や
町
頭
が
、
住
民
結
合
の
中
心
で
あ
る
。
彼
ら
の

結
合
の
論
理
を
み
る
こ
と
に
す
る
が
、
天
保
三
年
二
月
の
西
浦
賀
の

「惣
町
的

訴
願
」
に
そ
の
特
徴
が
み
え
る
。
東
浦
賀
の
干
鰯
売
買
の
独
占
は
年
季
請
負
制

で
、　
一
〇
年
季
ま
た
は
、
五
年
季
で
請
負
更
新
し
、
運
上
額
の
改
変
を
可
能
と

す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
天
保
三
年

一
月
東
浦
賀
は
七
五
両
で
請
負
申
請
す
る
が
、
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こ
れ
に
対
し
て
、
西
浦
賀
は
二
月
に

一
二
五
両
で
請
負
申
請
す
る
。
干
鰯
利
権

を
奪
取
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
、
西
浦
賀
の
商
人
惣
代
と
と
も
に

「
小
前
惣
代
」
が
連
署
し
て
い
た
。
そ
の
請
負
願
書
に
は
、
小
前
層
も
難
儀
だ

が
、
干
鰯
取
引
権
を
確
保
す
る
こ
と
は

「
村
益
」
で
、
「小
前

一
同
も
、
自
然

と
潤
う
」
と
さ
れ
た
。

５
　
東
西
浦
賀
の
利
権
闘
争
の
結
果
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

天
保
二
年

一
一
月
五
日
、
奉
行
所
与
力
の
堀
と
中
嶋
が
浦
賀
奉
行
に
東
浦
賀

サ
イ
ド
の
事
情
説
明
を
す
る
。
し
か
し
、　
一
一
月
七
日
、
西
浦
賀
が
常
州
産
の

〆
粕
の
荷
揚
げ
を
強
行
す
る
。
そ
し
て
、
西
浦
賀
の
名
主
が
、
与
力
か
ら
叱
責

を
受
け
、
〆
粕
売
買
を
差
し
止
め
ら
れ
る
。　
一
二
月

一
一
日
か
ら
の
不
買
運
動

も
、
奉
行
所
の

「
不
興
」
を
か
い
、

一
二
月

一
七
日
に
不
買
運
動
は
落
着
す
る
。

そ
し
て
、
浦
賀
奉
行
に
よ
り
内
済
の
す
す
め
が
展
開
さ
れ
る
。
こ
の
内
済
は
東

西
浦
賀
の
村
役
人

・
干
鰯
問
屋

・
西
の
商
人
行
司
ら
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
天

保
三
年
二
月
に
西
浦
賀
は
高
額
の
請
負
申
請
を
す
る
も
、
二
月
二
二
日
内
済
が

成
立
す
る
。
そ
の
内
済
の
内
容
は
次
の
よ
う
で
あ

っ
た
。

ま
ず
、
千
鰯
問
屋
の
内
済
案
は
、
①
房
総
三
カ
国
分
の
干
鰯

・
〆
粕
は
西
浦

賀
で
取
り
扱
わ
ず
、
三
カ
国
以
外
に
分
に
か
ぎ
る
こ
と
。
②
西
浦
賀
に
受
け
の

干
鰯

。
〆
粕
は
干
鰯
問
屋
に
差
し
出
し
、
銀
五
分
の
回
銭
を
八
分
と
す
る
。
と

い
う
も
の
で
あ

っ
た
。　
一
方
、
仲
介
人
の
案
は
、
三
カ
国
以
外
か
ら
荷
受
し
た

干
鰯
は
干
鰯
問
屋
に
差
し
出
す
が
、
〆
粕
は
相
場
見
合
わ
せ
の
上
、
干
鰯
問
屋

に
売
り
渡
す
が
、
下
値
な
ら
他
所
に
積
み
出
す
。
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
。
両

案
の
共
通
点
は
、
①
房
総
三
カ
国
の
荷
受
は
し
な
い
。
②
三
カ
国
以
外
か
ら
荷

受
し
た
千
鰯
は
干
鰯
問
屋
渡
し
と
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
限
定
付
だ
が

「無
株

の
者
」
と
さ
れ
た
西
浦
賀
の
商
人
に
、
「
公
認
」
を
勝
ち
取
る
。
③
三
カ
国
以

外
の
〆
粕
の
取
り
扱

い
。
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
。
西
浦
賀
は
こ
の
〆
粕
の
他

所
積
み
を
担
保
し
よ
う
と
し
た
し
、
東
浦
賀
問
屋
は
両
方
と
も
東
問
屋
渡
じ
と

し
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
は
、
両
方
と
も

（干
鰯

・
〆
粕
）
、
千
鰯
問
屋
渡
じ
と

な
る
。

六
　
五
分
の

一
浦
賀
揚
令

元
文
三
年
東
問
屋
は
幕
府
に
対
し
て
、
江
戸
仕
入
荷
物
の
五
分
の

一
を
浦
賀

揚
げ
に
す
る
よ
う
に
出
願
す
る
。
東
問
屋
は
江
戸
問
屋
の
豊
富
な
仕
入
込
金
投

下
で
足
場
を
失
い
つ
つ
あ

つ
た
。
江
戸
問
屋
と
の
競
合
に
敗
れ

「
五
分
の

一
浦

賀
揚
令
」
を
出
願
す
る
。
浦
賀
奉
行
か
ら
老
中
に
伺
書
を
上
申
す
る
。
そ
こ
か

ら
町
奉
行
に
評
議
下
げ
。
さ
ら
に
老
中
に
上
申
し
て
決
定
す
る
。

「
五
分
の

一
浦
賀
揚
令
」
と
は
、
江
戸
問
屋
が
自
己
資
金
で
仕
入
れ
た
房
総

産
干
鰯
荷
の
五
分
の

一
を
無
条
件
に
、
東
浦
賀
に
陸
揚
げ
さ
せ
る
と
い
う
、
干

鰯
売
買
権
の
完
全
な
割
譲
で
あ
る
。
江
戸
問
屋
は

「迷
惑
」
と
主
張
す
る
も
、

町
奉
行
は
、
千
鰯
揚
場
は
商
売
だ
か
ら
、
「公
儀
よ
り
可
被
仰
付
筋

二
は
無
御

座
」
と
、
江
戸
問
屋
と
浦
賀
問
屋
と
の

「相
対
」
が
適
当
と
判
断
す
る
。
江
戸

間
屋
は
拒
否
し
破
談
と
な
る
。
江
戸
、
大
坂

・
伊
勢
な
ど
東
問
屋
と
取
引
の
あ

っ

た
各
地
商
人
は
、
「破
談
」
で
資
金
融
通
を
拒
否
す
る
。

元
文
四
年
東
問
屋
か
ら
浦
賀
奉
行

へ

「浜
方

へ
、
浦
賀
揚
げ
奨
励
の
浦
触
を

出
す
よ
う
に
」
と
の
出
願
が
あ
る
。
幕
府
の
テ
コ
入
れ
で
、
各
地
の
金
元
の
心

証
を
得
て
、
再
支
援
を
得
る
。
幕
府

へ
の
出
願
の
趣
旨
は
、
水
揚
げ
増
進
に
よ

る
浦
賀
経
済
の
復
調
が
運
上
を
可
能
に
す
る
。
と
い
う
も
の
だ

っ
た
。
江
戸
問

屋
の
反
応
は
。
江
戸
問
屋
の
仕
入
金
な
き
干
鰯
荷
の
浦
賀
揚
げ
は
、
差
し
支
え

な
い
と
、
好
意
的
で
あ
る
。
老
中
は
、
町
奉
行

・
浦
賀
奉
行

・
勘
定
奉
行
に
東

問
屋
の
意
向
を
く
ん
だ
浦
触
を
発
布
す
る
。
こ
れ
が
、
元
文
五
年

「浦
賀
揚
促

進
令
」
の
発
布
で
あ
る
。
干
鰯
商
売
と
東
浦
賀
住
民
の
成
り
立
ち
と
の
関
係
に
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幕
府
は

一
定

の
理
解
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
「
浦
賀
揚
促
進
令
」
に
対
す
る
、

江
戸
問
屋
の
同
意
に
は
、
町
奉
行
の
説
得
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、

浦
賀
番
所
は
江
戸
入
津
荷
物
を
改
め
る
基
地
で
江
戸
経
済
に
密
接
に
関
連
し
て

い
た
か
ら
で
あ
る
。
番
所
の
業
務
に
東
問
屋
は
中
心
的
に
か
か
わ

っ
て
い
た
。

東
問
屋
の
経
済
的
な
打
撃
は
、
運
上
不
納
の
事
態
を
起
こ
す
の
み
な
ら
ず
、
番

所
の
公
的
業
務
の
遂
行
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ

っ
た
。

七
　
十
分
の

一
浦
賀
揚
令

寛
保
三
年
滞
納
し
た
干
鰯
運
上
の
免
除
を
東
問
屋
が
出
願
す
る
。
浦
賀
奉
行

は
、
上
納
で
き
な
け
れ
ば
、
間
屋
職
を
召
し
上
げ
る
と
す
る
。
東
間
屋
は

「箱

訴
し
て
、
未
納
分
の
年
賦
と
運
上
の
減
額
を
願
う
。
し
か
し
、
間
屋
役
の
没
収

に
な
る
。
ま
た
も

「箱
訴
」
し
勘
定
奉
行
に
吟
味
を
受
け
る
。
勘
定
奉
行
は
運

上
の
増
金
と
、
年
賦
金
の
短
縮
上
納
を
要
求
。
そ
の
後
、
未
納
金
の
年
賦
方
法

で
行
き
違
い
が
あ
り
、
問
屋
役
の
返
上
に
な
る
。
幕
府
の
対
応
は
厳
し
い
。
跡

役
は
江
戸
の
浜
屋
勘
左
衛
門
で
、
運
上
は
三
五
〇
両
で
あ

っ
た
。
浜
屋
も
二
年

で
問
屋
役
を
没
収
。
浜
屋
の
跡
役
は
勘
定
奉
行
屋
敷
で
入
札
。
格
別
の
評
議
で
、

運
上
二
〇
〇
両
で
東
問
屋
の
請
負
に
な
る
。
浦
賀
奉
行
の
尽
力
で
、
入
札
者
は

浦
賀
で
の
商
売
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
。
こ
れ
以
降
幕
末
ま
で
東
浦
賀
の
請
負
体

制
が
続
く
。
幕
府
の
東
浦
賀
救
済
が
決
定
。
高
額
運
上
主
義
か
ら
の
脱
却
。
幕

府
は
干
鰯
と
東
浦
賀
住
民
成
り
立
ち
の
密
接
な
関
係
を
認
め
た
。

東
問
屋
は
請
負
決
定
の
直
後
、
江
戸
問
屋
の
浦
賀
移
転
を
願
い
出
る
。
資
金

力
と
集
荷
力
を
持

つ
江
戸
問
屋
の
移
転
で
、
地
元
経
済
の
振
興
を
願
う
。
江
戸

問
屋
と
の
交
渉
、
実
現
せ
ず
。
東
問
屋
の
請
負
が
不
可
避
と
な
る
。
こ
の
段
階

で
東
問
屋
は
江
戸
問
屋
仕
入
の
荷
物
の

「十
分
の

一
」
を
浦
賀
揚
げ
に
す
る
よ

う
出
願
す
る
。
延
享
四
年
東
問
屋
の
要
求
通
り
十
分
の

一
浦
賀
揚
げ
が
実
現
。

幕
府
が
経
済
破
綻
に
あ

っ
た
東
浦
賀
と
地
域
住
民
の
成
立
ち
を
救
済
し
た
こ
と

に
な
り
、
公
権
力
と
し
て
の
存
在
、
調
停
機
能
を
果
た
し
た
こ
と
に
な
る
。
仕

入
荷
物
の

一
割
を
東
浦
賀
に
割
譲
す
る
も
の
で
、
江
戸
問
屋
の
同
意
が
あ

っ
た

と
す
れ
ば
、
幕
府
の
関
与
が
考
え
ら
れ
る
。
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